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説 明 書 

 
１．業務概要 

  (1) 業 務 名  豊川市スタートアップ共創型事業構築支援業務委託 

  (2) 目  的  スタートアップ等が持つ先進技術や新たなアイデアを行政課題の

解決や地域経済の発展へと繋げ、スタートアップ等と市の持つ課

題とのマッチングを積極的に支援することで、本市におけるスタ

ートアップエコシステムの形成を促し、官民共創の取り組みを推

進するとともに、新事業創出に対する機運を醸成することを目的

とする。 

  (3) 内  容  「豊川市スタートアップ共創型事業構築支援業務委託仕様書」の

とおり。 

  (4) 場  所  豊川市内外 

  (5) 期  間  契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

  (6) 予算概要  ４，３００，０００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

  (7) 提案書提出者に要求される資格要件等 

          別紙「豊川市スタートアップ共創型事業構築支援業務委託に係る 

プロポーザル実施要領」のとおり。 

   

２．プロポーザル方式 

  (1) 実施方法   

公募型プロポーザル 

  (2) 実施理由  

官民共創事業に関する豊富な経験や企画力、プロジェクト管理力及びイノベー 

ション推進力を有する事業者を選定することにより、本市に適した官民共創事業

の推進及び新事業の創出を目指すため。 

 

３．参加表明書 

  (1) 参加表明書の作成様式 

     別紙「参加表明書」のとおり 

  (2) 記載上の留意事項 

   ①経営状況等（資本金、売上高、自己資本率等） 

    資本金、売上高等が確認できる資料（財務諸表）を添付してください。 

   ②同種又は類似業務の実績 

    同様の事業実績があれば、その内容を記述してください。 

   ③当該業務の実施体制 

    当該業務の受託候補者と選定された場合の専任実施体制を記述してください。 

   ④豊川市における業務実績 

    本市における過去の業務実績があれば、その内容を記述してください。 

   ⑤社会的貢献の状況 

    社会的貢献（表彰や社会貢献活動の実績など）について記述してください。 

   ⑥その他 

    参加表明にあたり、特筆すべき事項があれば記述してください。 
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 (3) 提出期限 

    令和８年５月２０日（水）午後５時１５分必着 

  (4) 提出先及び方法 

   電子メールのみとする。（メールアドレス：shoko@city.toyokawa.lg.jp） 

※ＰＤＦ形式で提出すること。電子メール送信後、電話にて提出した旨を商 

工観光課まで連絡すること。（電話番号：０５３３－９５－０２６３） 

(5）問合せ先 

    豊川市産業環境部商工観光課  

電話０５３３－９５－０２６３ 担当：橋本、竹下 

 

４．説明書に対する質問書の提出 

  (1) 受付期間 

    令和８年４月２４日（金）から５月１３日（水）午後５時１５分（必着）まで 

  (2) 提出先及び方法 

電子メールのみとする。（メールアドレス：shoko@city.toyokawa.lg.jp） 

様式は任意とするが、資料名・該当ページを明記したうえで、質問事項が明確に

わかるようにすること。また、電子メール送信後は、電話にて提出した旨を商工

観光課まで連絡すること。（電話番号：０５３３－９５－０２６３） 

(3) 質問書の回答方法 

    提出された全ての質問とその回答は、質問者の名前を伏せて、令和８年５月１

５日（金）までに本市ホームページに掲載するものとする。ただし、質問又は回

答内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わると判断したものについては、

質問者のみに回答するものとする。 

(4）問合せ先 

    豊川市産業環境部商工観光課  

電話０５３３－９５－０２６３ 担当：橋本、竹下 

                                                                                                                                                          

５．提案書提出者を選定するための基準及び選定する概数 

  (1) 選定するための基準 

評価項目 評価の視点 指 標 

１ 経営規模 経営規模は妥当か 資本金、売上高 

２ 経営状況 経営状況は安定しているか 財務諸表・自己資本比率 

３ 業務遂行力 業務実施体制は妥当か 当該業務の実施体制                                     

４ 業務実績 当該業務を遂行するために必要

な知識・経験を有しているか 

同種・類似業務の実績 

５ 地域精通度 本市の情報等を熟知しているか 本市における過去の業務実績等 

６ 専任性 当該業務に専念できる体制か 手持ち業務量 

７ 倫理観 社会的な貢献はどうか 社会的貢献の状況 

  (2) 選定する概数 

    ５者 
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６．提案書 

  (1) 提案書の作成様式 

    「豊川市スタートアップ共創型事業構築支援業務委託に係るプロポーザル提案

書作成要領」のとおり。 

  (2) 記載上の留意事項 

    同上 

  (3) 提出期限 

    令和８年６月２２日（月）午後５時１５分必着 

  (4) 提出先及び方法 

    電子メールのみとする。（メールアドレス：shoko@city.toyokawa.lg.jp） 

※PDF形式にて提出すること。電子メール送信後、電話にて提出した旨を商工

観光課に連絡すること。なお、電子メールの受信可能容量は１通あたり約20ＭＢ

のため、必要に応じてオンラインストレージサービスやＣＤ－Ｒでの提出も可と

するがデータサイズは可能な限り小さくすること。 

  (5）問合せ先 

    豊川市産業環境部商工観光課  

電話０５３３－９５－０２６３ 担当：橋本、竹下 

 

７．受託者を特定するための評価基準及び評価方法 

評価項目 評価の視点 指 標 

１ 業務内容の理解度  業務内容の理解度は十分か 全体の事業方針 

２ 提案内容の的確性 業務の実施手順は妥当か スケジュ－ル、実施フロ－ 

説明会、課題募集・選定につい

て的確な提案か 

提案の内容 

課題ブラッシュアップ、実証事

業者の募集・選定について的確

な提案か 

提案の内容 

実証事業について的確な提案か 提案の内容 

３ コスト 積算根拠、コストは妥当か 参考見積書 

４ 取組姿勢 テーマに対する取組姿勢が明確

でかつ適正か 

全体の事業方針、実施体制 

５ 協調性 協調性はあるか 

意思疎通が容易かどうか 

ヒアリング等の内容 

６ 個別提案内容につい  

 て 

上記以外に関する提案はどうか 提案の内容 

 

 

８．選定等されなかった場合の通知 

  (1) 参加表明書を提出した者のうち、提案書提出者として選定されなかった者に対 

   しては、選定されなかった理由を書面により通知する。 

  (2) 提出した提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその

特定されなかった理由を書面により通知する。 



4 

 

 

９．募集から受託候補者特定までのスケジュール 

手続き開始の公表  令和８年４月２４日（金） 

説明書等に対する質問書の提出（受付

期間） 
 令和８年４月２４日（金）～５月１３日

（水） 

参加表明書の提出期限  令和８年５月２０日（水） 

選定通知及び提案書提出要請書の送付  令和８年５月２２日（金） 

提案書の提出期間  令和８年６月２２日（月） 

プレゼンテ－ション及びヒアリングの

実施 
 令和８年６月２４日（水） 

特定結果の通知・公表  令和８年６月２６日（金） 

 

10．その他の留意事項 

（1）提出期限までに参加表明書が提出できなかった場合及び提案書の提出者に選定 

された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出することができないものと 

する。 

  （2）参加表明書、提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

  （3）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び提案書を 

   無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあ

る。 

  （4）提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。 

  （5）提出された参加表明書及び提案書は、提案書の提出者の選定及び受託候補者の

特定以外に提出者に無断で使用しない。 

  （6）提出期限以降における参加表明書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。 

（7）提案書に記載した予定技術者等は、病休、死亡、退職等の特別な場合を除き、 

   変更できないものとする。 

（8）提出された参加表明書、提案書及び審査結果について情報開示請求があった場

合は、豊川市情報公開条例に基づき開示する。 

 


